
県公式ホームぺージ

問合せ先
・お住いの市町村を管轄する障害者就業・生活支援センター

　（上記、関連ＨＰを参照）

申込先 お住いの市町村を管轄する障害者就業・生活支援センターによる

申込方法 電話

申込時注意点 特になし

×

支援概要

職場に適応できず離職してしまったり、現在も離職のおそれがあるなど、就職や職場への定着

が困難な障がい者の方及び就業経験のない障がい者の方に対し、障害者就業・生活支援セン

ターにおいて、就業及びこれに伴う日常生活、社会生活上の支援を行うことにより、障害のあ

る方の職業生活における自立を図る。

対応期間 全期間

対応時間 お住いの市町村を管轄する障害者就業・生活支援センターによる

支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

支援策名
障害者就業・生活支援センター

関連HP

対象者 障がいのある方
対象

年齢
20歳以上

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

問合せ先 ・各学校

申込先 各学校

申込方法 電話等

申込時注意点 特になし

支援概要

県内６つの教育事務所にスクールソーシャルワーカーを配置し、社会福祉に関する専門的な知

識、技能を活用して、児童生徒を取り巻く環境を調整し、悩みや課題の解決に向けて、間接支

援や相談等の直接支援を実施。

対応期間 全期間

対応時間 学校による

対象者
公立小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、

特別支援学校の児童生徒及び保護者の方

対象

年齢
制限なし

匿名

対応
×

支援策名
スクールソーシャルワーカーによる支援

関連HP なし
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先 ・県私学振興課（058-272-8249）

申込先 在籍する学校

申込方法 郵送等

申込時注意点 特になし

×

支援概要
高等学校等を中途退学したものが私立高等学校等で学び直す場合に、就学支援金支給期間経過

後も授業料相当額を支給。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8:30～17:15

支援策名
私立高等学校等中途退学者学び直し支援補助金

関連HP

対象者 私立高等学校等在学生
対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先 ・県私学振興課（058-272-8249）

申込先 （在籍校が県内の場合）在籍する学校　（在籍校が県外の場合）県私学振興課

申込方法 郵送等

申込時注意点 特になし

×

支援概要
年収約490万円未満世帯の高校生等に対し、授業料以外の教育費（教科書費、教材費、学用品

費、修学旅行費等）相当額として奨学給付金を支給。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8:30～17:15

支援策名
私立高等学校等奨学給付金

関連HP

対象者 私立高等学校等在学生の保護者
対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

問合せ先 ・県私学振興課（058-272-8249）

申込先 在籍する学校

申込方法 郵送等

申込時注意点 特になし

支援概要
保護者の失業・倒産等家計急変による経済的理由から授業料納付が困難となった児童生徒に対

し、授業料軽減措置を実施。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8:30～17:15

対象者 私立小・中学校在学生
対象

年齢
制限なし

匿名

対応
×

支援策名
私立小中学校授業料軽減補助金（家計急変）

関連HP なし
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先 ・県私学振興課（058-272-8249）

申込先 在籍する学校

申込方法 郵送等

申込時注意点 特になし

×

支援概要
私立学校に在学する生徒で、学業及び心身共に優れていながら経済的理由により修学困難な生

徒に対して奨学金を貸与。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8:30～17:15

支援策名
岐阜県選奨生奨学金

関連HP

対象者 私立高等学校等在学生
対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先 ・県私学振興課（058-272-8249）

申込先 在籍する学校

申込方法 郵送等

申込時注意点 特になし

×

支援概要 3人以上子どもがいる世帯で第3子以降の生徒に対して奨学金を貸与。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8:30～17:15

支援策名
子育て支援奨学金

関連HP

対象者 私立高等学校等在学生
対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先 ・県私学振興課（058-272-8249）

申込先 在籍する学校

申込方法 郵送等

申込時注意点 特になし

×

支援概要
修学の意欲がありながら、経済的理由により高等学校での修学が困難な生徒に対して奨学金を

貸与。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8:30～17:15

支援策名
私立高等学校修学バックアップ貸付金

関連HP

対象者 私立高等学校在学生
対象

年齢
制限なし

匿名

対応

8 / 21 ページ

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/2210.html


支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

問合せ先 ・県私学振興課（058-272-8249）

申込先 在籍する学校

申込方法 郵送等

申込時注意点 特になし

高等学校等の生徒等に対し、経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるため

の高等学校等就学支援金を支給

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8:30～17:15

対象者 私立高等学校等在学生
対象

年齢
制限なし

匿名

対応
×

支援策名
私立高等学校等就学支援補助金

関連HP 県公式ホームページ
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先
・岐阜県社会福祉協議会（058-201-1547）

・お住まいの市町村社会福祉協議会（上記、関連HPを参照）

申込先 お住まいの市町村社会福祉協議会

申込方法 電話・対面

申込時注意点 要本人確認用書類（運転免許証・マイナンバーカード等）

×

支援概要

低所得者世帯、障害者世帯、または高齢者世帯に対し、資金の貸付けと民生委員及び社会福祉

協議会が行う必要な相談支援により、その経済的自立や生活意欲の助長、在宅福祉や社会参加

の促進を図り、安定した生活を送れるよう支援。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8：30～17：15（岐阜市社会福祉協議会のみ8：45～17：30）

支援策名
生活福祉資金貸付

関連HP

対象者 低所得者世帯、障害者世帯、高齢者世帯
対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先 ・生活困窮者自立相談支援窓口（上記、関連HPを参照）

申込先 生活困窮者自立相談支援窓口

申込方法 郵送・持参

申込時注意点 要本人確認用書類（運転免許証・マイナンバーカード等）

×

支援概要

離職等により経済的に困窮しており、住宅を喪失している又はそのおそれのある方であって、

就労能力及び就労意欲のある方のうち、一定の条件を満たす方に対し、原則3ヶ月を限度とし

て、住宅費を支給。

同一世帯の方の死亡や離職等により経済的に困窮し、住宅を喪失している又はそのおそれのあ

る方であって、家計の改善のために転居が必要と認められるなど、一定の条件を満たす方に対

し、転居費用を支給（支給額の上限あり）。

支給額、対象者の詳細については、関連HP参照。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8:30～17:15（岐阜市社会福祉協議会のみ8:45～17:30）

支援策名
住居確保給付金

関連HP

対象者
離職等により経済的に困窮しており、住宅を喪失

している又はそのおそれのある方

対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

岐阜県若者サポートステーションホームページ

問合せ先 ・岐阜県若者サポートステーション（058-216-0125）

申込先 岐阜県若者サポートステーション

申込方法 対面　（電話、メールにて利用についてのご相談可）

申込時注意点 ご利用については事前の予約が必要

×

支援概要

・キャリアコンサルタントによる就業支援や臨床心理士によるメンタルカウンセリングを実

施。

・就業につなげるため、各種セミナーの開催や就業体験を実施。

・合宿形式を含む生活面などのサポートと職場実習の訓練を実施。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　10:00～17:00　　　

支援策名
岐阜県若者サポートステーション

関連HP

対象者 就労について悩んでいる方
対象

年齢

15歳

～49歳

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

団体ホームページ

問合せ先 ・ＮＰＯ法人　フードバンクぎふ（0584-92-1400）

申込先 ＮＰＯ法人　フードバンクぎふ

申込方法 電話・メール

申込時注意点 特になし

○

支援概要

生活に困窮している方や食料を必要としている方へ支援者から提供があった食料品を無償で配

布するフードバンク活動を実施。

※食料品の配布を希望される方は「ＮＰＯ法人　フードバンクぎふ」までお問い合わせ下さ

い。

※相談は匿名でも利用できますが、食料品を配布する際には氏名・住所等が必要となります。

対応期間 全期間

対応時間 平日のみ　8:30～17:15

支援策名
ＮＰＯ法人　フードバンクぎふ

関連HP

対象者 生活に困窮している方や食料を必要としている方
対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先
・在学校の窓口

・教育財務課管理経理係（058-272-8734）

申込先 在学校の窓口

申込方法 郵送・持参

申込時注意点 特になし

×

支援概要

経済的な理由等により学資が必要な方に、学資を貸与（無利子）。

【貸与額等】

大学・短大　32,000円／月（日本学生支援機構併用の場合16,000円／月）

高専　18,000円／月（日本学生支援機構併用の場合14,000円／月）

高校　18,000円もしくは30,000円

　（高校のみ、通学費用5,000円もしくは10,000円加算可能）

　据置期間：卒業後約半年　償還期限：10年以内

【申込資格等】

・対象校に在学している、岐阜県内に住所を有する者の子弟、又は県外募集枠の岐阜県立高校

の生徒

・所得要件あり（高校は除く）、成績要件あり

対応期間 (新規)令和8年4月1日～5月8日　(二次)令和8年10月～11月上旬予定

対応時間 教育財務課：平日のみ（8:30～17:15）　各学校：学校ごとに異なる

支援策名
選奨生奨学金

関連HP

対象者
公立高校等、高専、短大、大学の在学生で、経済

的な理由等により学資が必要な方

対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先
・在学校の窓口

・教育財務課管理経理係（058-272-8734）

申込先 在学校の窓口

申込方法 郵送・持参

申込時注意点 特になし

×

支援概要

経済的な理由等により学資が必要な方に、学資を貸与（無利子）。

【貸与額等】

　18,000円／月

　（高校のみ、通学費用5,000円もしくは10,000円加算可能）

　据置期間：卒業後約半年　償還期限：10年以内

【申込資格等】

・対象校に在学している、岐阜県内に住所を有する者の子弟、又は県外募集枠の岐阜県立高校

の生徒

・所得要件あり

対応期間 (新規)令和8年4月1日～5月8日　(二次)令和8年10月～11月上旬予定

対応時間 教育財務課：平日のみ（8:30～17:15）　各学校：学校ごとに異なる

支援策名
高等学校奨学金

関連HP

対象者
公立高校等、公立高専の在学生で、経済的な理由

等により学資が必要な方

対象

年齢
制限なし

匿名

対応

15 / 21 ページ

https://www.pref.gifu.lg.jp/site/edu/8038.html


支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先
・在学校の窓口

・教育財務課管理経理係（058-272-8734）

申込先 在学校の窓口

申込方法 郵送・持参

申込時注意点 特になし

×

支援概要

経済的な理由等により学資が必要な方に、学資を貸与（無利子）。

【貸与額等】

　18,000円／月

　※高校のみ、通学費用5,000円もしくは10,000円加算可能

　※入学支度金75,000円（今年度入学者のうち、希望者のみ）

　

　据置期間：卒業後約半年　償還期限：10年以内

【申込資格等】

・対象校に在学している、岐阜県内に住所を有する者の子弟、又は県外募集枠の岐阜県立高校

の生徒

・第３子以降の者

対応期間 (新規)令和8年4月1日～5月8日　(二次)令和8年10月～11月上旬予定

対応時間 教育財務課：平日のみ（8:30～17:15）　各学校：学校ごとに異なる

支援策名
子育て支援奨学金

関連HP

対象者
公立高校等、公立高専の在学生で、経済的な理由

等により学資が必要な方

対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先
・在学校の窓口

・教育財務課管理経理係（058-272-8734）

申込先 在学校の窓口

申込方法 郵送・持参

申込時注意点 特になし

×

支援概要
保護者等の失業・倒産など、家計急変による経済的理由などから授業料の納付が困難となった

県立高校生等に対し、授業料を減免。

対応期間 全期間

対応時間 教育財務課：平日のみ（8:30～17:15）　各学校：学校ごとに異なる

支援策名
授業料減免制度

関連HP

対象者
県立高校在学生で、生活困窮等により悩んでいる

方

対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

県公式ホームページ

問合せ先
・在学校の窓口

・教育財務課管理経理係（058-272-8734）

申込先 （在籍校が県内の場合）在籍する学校・（在籍校が県外の場合）県教育財務課

申込方法 郵送・持参

申込時注意点 特になし

×

支援概要

生活保護世帯、低中所得世帯に対し、高校生等の授業料以外の教育費（教科書費、教材費、学

用品費、修学旅行費等）に充てる奨学給付金を支給することで、家庭の教育費負担軽減を図

る。

対応期間 ７月頃から募集開始

対応時間 教育財務課：平日のみ（8:30～17:15）　各学校：学校ごとに異なる

支援策名
高校生等奨学給付金

関連HP

対象者
県内在住の公立高校等の在学生（日本人等）の生

徒保護者の方

対象

年齢
制限なし

匿名

対応
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

文部科学省ホームページ

問合せ先
・在学校の窓口

・教育財務課管理経理係（058-272-8734）

申込先 在学校の窓口

申込方法 オンライン・郵送・持参

申込時注意点 要本人確認用書類（マイナンバーカード）

×

支援概要

公立高等学校等の生徒が授業料に充てるための支援金を支給。

なお、就学支援金は県が生徒に代わって受け取り、授業料と相殺するため、 生徒や保護者が直

接受け取るものではない。

【所得要件】

　令和８年度より所得要件撤廃

【主な手続き】※手続きの詳細については、毎年各学校よりご案内

1.受給資格認定申請（４月入学時）

2.収入状況届出（毎年６月頃）

対応期間 在学中

対応時間 教育財務課：平日のみ（8:30～17:15）　各学校：学校ごとに異なる

支援策名
公立高等学校等就学支援金

関連HP

対象者
日本国内に在住し、公立高等学校等に在学する日本人

等の生徒

対象

年齢
制限なし

匿名

対応

区分 全日制 定時制 通信制

月額 9,900円 2,700円 310円(単位)
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支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

文部科学省ホームページ

問合せ先
・在学校の窓口

・教育財務課管理経理係（058-272-8734）

申込先 在学校の窓口

申込方法 郵送・持参

申込時注意点 要本人確認用書類（マイナンバーカード）

×

支援概要

就学支援金支給期間である36月（定時制・通信制は48月）を経過した後も、卒業までの最長12

月（定時・通信制は最長24月）、継続して就学支援金相当額を支給。

【所得要件】

　世帯（保護者等）の市町村民税の課税標準額×6％ー市町村民税の調整控除の額が合計

304,200円未満であること。

対応期間 在学中

対応時間 教育財務課：平日のみ（8:30～17:15）　各学校：学校ごとに異なる

支援策名
公立高等学校等学び直し支援金

関連HP

対象者
高等学校等を中途退学したが、再び公立高等学校

等で学び直しをされる方

対象

年齢
制限なし

匿名

対応

20 / 21 ページ

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1344146.htm


支援策 ❷生活資金不足・生活困窮・就労 

文部科学省ホームページ

問合せ先
・在学校の窓口

・教育財務課管理経理係（058-272-8734）

申込先 在学校の窓口

申込方法 郵送・持参

申込時注意点 要本人確認用書類（マイナンバーカード）

×

支援概要

対象校は多治見工業高等学校（陶磁科学芸術科）のみ（令和３年度時点）。

【算定基準額】

世帯（保護者等）の市町村民税の課税標準額×6％ー市町村民税の調整控除の額

ア　保護者等の算定基準額が 100 円未満である者

イ　保護者等の算定基準額が 51,300 円未満である者（アに該当する者を除く。）

多子世帯（扶養される子が３人以上の世帯）の者

対応期間 全期間

対応時間 教育財務課：平日のみ（8:30～17:15）　各学校：学校ごとに異なる

支援策名
公立高等学校等専攻科修学支援金

関連HP

対象者 高等学校等の専攻科に在学する低所得世帯の生徒
対象

年齢
制限なし

匿名

対応

区　分 支給額（月額）

１　保護者がアに該当する者
公立高等学校等専攻科の授業料の月額（授業料の一部が免除
されている場合は、免除後の授業料の月額。以下この表にお
いて同じ。）に相当する額

２　保護者がイに該当する者
公立高等学校等専攻科の授業料の月額の２分の１に相当する
額
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